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加東市教育振興基本計画
【 人 間 力 の 育 成 】

－ 学 び か ら 新 し い 自 分 づ く り と 地 域 づ く り を め ざ す 加 東 市 に   －！



はじ め に

　加東市の教育の基本となる「加東市教育振興基本計画」が、議会の議決を経て、

ここに完成の運びとなりました。

　近年、教育を取り巻く環境が大きく変化し、多くの面で課題が生じてきたため、国に

おいて、６０年ぶりに教育基本法が改正され、地方公共団体は、国が定めた教育振興

基本計画を参酌し、その地域の実情に応じ、教育の振興に関する基本的な計画を定

めることとされておりました。

　加東市は、平成１８年３月２０日に旧３町が合併し誕生してから、「加東は一つ」を合

言葉に多くの見直し等を行ってまいりましたが、まだまだ多くの課題があります。

今後は、今回策定しました本計画に沿って、「学びから新しい自分づくりと地域づくりを

めざす加東市に 」の実現に向け、学校園・家庭・地域・行政が連携・協力し、加東市

の教育に関する様々な施策を推進して、多くの教育に関する課題を克服してまいりま

すので、市民の皆様の一層のご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

　終わりに、本計画の策定にあたり、主体的にかかわっていただきました加東市教育

振興基本計画策定委員会委員のみなさまをはじめ、関係のみなさまに心からお礼申し

上げます。

　　　平成２３年３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加東市長　安　田　正　義

！




